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3 2024（令和6年）
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3月の税務と労務3月 （弥生）MARCH

20日・春分の日 国　税／�令和5年分所得税の確定申
告� 2月16日〜3月15日

国　税／�個人の青色申告の承認申請
� 3月15日

国　税／�贈与税の申告�
� 2月1日〜3月15日

国　税／�2月分源泉所得税の納付�
� 3月11日

国　税／�個人事業者の令和5年分消
費税等の確定申告� 4月1日

国　税／�1月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等）� 4月1日

国　税／�7月決算法人の中間申告�
� 4月1日

国　税／�4月、7月、10月決算法人の消
費税等の中間申告�
（年3回の場合）� 4月1日

地方税／�個人の都道府県民税、市町
村民税、事業税（事業所税）
の申告� 3月15日

　3月1日の改正戸籍法の施行により、これまで戸籍証明書等の入
手には、本籍地の市区町村へ個別請求する必要がありましたが、
最寄りの市区町村の窓口で請求できます（コンピュータ化されてい
ない戸籍等除く）。また、婚姻や社会保障関係の戸籍届出時にお
ける、戸籍証明書等の提出や添付が不要となります。

戸籍の行政手続きを見直し



3 月号 ─ 2

　

令
和
６
年
４
月
１
日
よ
り
、
労
働

条
件
の
明
示
事
項
等
に
つ
い
て
の
制

度
改
正（
※
）が
行
わ
れ
ま
す
。

　

今
回
は
、
改
正
内
容
と
と
も
に
、

疑
問
が
生
じ
や
す
い
点
を
Q
&
A
形

式
で
解
説
し
ま
す
。

※　
「
労
働
基
準
法
施
行
規
則
」
及

び
「
有
期
労
働
契
約
の
締
結
、
更

新
お
よ
び
雇
止
め
に
関
す
る
基

準
」（
以
下
「
雇
止
め
に
関
す
る
基

準
」）の
改
正

一
　
改
正
の
ポ
イ
ン
ト �

㈠　

就
業
場
所
・
業
務
の
「
変
更
の

範
囲
」の
明
示

　

従
来
よ
り
、
労
働
契
約
の
締
結
及

び
有
期
労
働
契
約
の
契
約
更
新
の
際

に
、「
就
業
場
所
・
業
務
の
内
容
」

を
明
示
す
る
義
務
が
あ
り
ま
し
た
。

　

改
正
後
は
、
雇
入
れ
直
後
の
就
業

場
所
・
業
務
の
内
容
に
加
え
、
就
業

場
所
・
業
務
の
「
変
更
の
範
囲
」
を

明
示
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
ま

す
。

　

こ
の
明
示
事
項
の
改
正
は
、
正
社

員
・
パ
ー
ト
労
働
者
・
ア
ル
バ
イ
ト
・

有
期
契
約
労
働
者
な
ど
、
働
く
方
す

べ
て
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

例
と
し
て
、
業
務
範
囲
の
記
載
方

法
を
掲
げ
ま
す
。

〈
雇
入
れ
直
後
〉

・
施
設
警
備

〈
変
更
の
範
囲
〉

・
施
設
、
交
通
警
備
等
の
警
備
業
務

・
変
更
な
し

・
会
社
の
定
め
る
業
務　

な
ど

　

厚
生
労
働
省
が
発
行
す
る
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
で
は
、
変
更
の
範
囲
に
つ
い

て
「
限
定
な
し
」、「
一
部
に
限
定
」、

「
完
全
に
限
定
」、「
一
時
的
に
限
定
」

な
ど
の
記
載
例
が
あ
り
ま
す
の
で
、

労
働
条
件
通
知
書
等
を
作
成
す
る
際

は
そ
ち
ら
も
参
照
さ
れ
る
と
よ
い
で

し
ょ
う
。

㈡　

契
約
更
新
の
上
限

　

有
期
労
働
契
約
の
締
結
時
及
び
契

約
更
新
の
際
に
、
次
の
事
項
の
実
施

が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

①　

更
新
上
限
（
有
期
労
働
契
約
の

通
算
契
約
期
間
ま
た
は
更
新
回
数

の
上
限
）
の
有
無
と
そ
の
内
容
の

明
示

②　

更
新
上
限
を
新
設
・
短
縮
す
る

場
合
は
、
そ
の
理
由
を
あ
ら
か
じ

め
説
明
（
新
設
・
短
縮
を
す
る
前

の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
説
明
）

　

こ
の
改
正
は
、
有
期
労
働
契
約
で

働
く
方
が
対
象
で
す
。

㈢　

無
期
転
換
申
込

　

無
期
転
換
（
※
）
の
申
込
権
が
発

生
す
る
有
期
労
働
契
約
の
契
約
更
新

の
タ
イ
ミ
ン
グ
ご
と
に
、
①
と
②
を

実
施
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
、

ま
た
、
③
を
実
施
す
る
努
力
義
務
が

定
め
ら
れ
ま
す
。

①　

無
期
転
換
を
申
し
込
む
こ
と
が

で
き
る
旨（
無
期
転
換
申
込
機
会
）

の
明
示［
義
務
］

②　

無
期
転
換
後
の
労
働
条
件
明
示

［
義
務
］

③　

無
期
転
換
後
の
賃
金
等
の
労
働

条
件
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
他

の
通
常
の
労
働
者
（
正
社
員
等
の

い
わ
ゆ
る
正
規
型
の
労
働
者
及
び

無
期
雇
用
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
）

と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
た
事
項

（
例
：
業
務
の
内
容
、
責
任
の
程

度
、
異
動
の
有
無
・
範
囲
な
ど
）

の
説
明
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い［
努
力
義
務
］

※　
「
無
期
転
換
」
と
は
労
働
契
約

法
第
18
条
に
定
め
ら
れ
た
ル
ー
ル

で
す
。同
一
の
使
用
者
と
の
間
で
、

有
期
労
働
契
約
が
５
年
を
超
え
て

更
新
さ
れ
た
場
合
、
有
期
契
約
労

働
者
か
ら
の
申
し
込
み
に
よ
り
、

無
期
労
働
契
約
に
転
換
さ
れ
る

ル
ー
ル
を
い
い
ま
す
。

　
　

有
期
契
約
労
働
者
が
使
用
者
に

対
し
て
無
期
転
換
の
申
し
込
み
を

し
た
場
合
、
無
期
労
働
契
約
が
成

立
し
ま
す
（
原
則
と
し
て
、
使
用

者
は
無
期
転
換
を
断
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。）。

二
　
用
語
の
解
説 �

　

今
般
の
改
正
に
つ
い
て
の
通
達

（
基
発
１
０
１
２
第
２
号
令
和
５
年

10
月
12
日
）
よ
り
用
語
の
内
容
に
つ

い
て
解
説
し
ま
す
。

①　

就
業
場
所
・
業
務
の
内
容

　
　

労
働
者
が
通
常
就
業
す
る
こ
と

が
想
定
さ
れ
て
い
る
就
業
の
場
所

及
び
労
働
者
が
通
常
従
事
す
る
こ

と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
業
務
を
い

い
、
配
置
転
換
及
び
在
籍
型
出
向

令
和
６
年
４
月
実
施

労
働
条
件
明
示
等
の
制
度
改
正



3 ─ 3 月号

が
命
じ
ら
れ
た
場
合
の
当
該
配
置

転
換
及
び
在
籍
型
出
向
先
の
場
所

及
び
業
務
が
含
ま
れ
る
が
、
臨
時

的
な
他
部
門
へ
の
応
援
業
務
や
出

張
、
研
修
等
、
就
業
の
場
所
及
び

従
事
す
べ
き
業
務
が
一
時
的
に
変

更
さ
れ
る
場
合
の
当
該
一
時
的
な

変
更
先
の
場
所
及
び
業
務
は
含
ま

れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

②　

変
更
の
範
囲

　
　
「
変
更
の
範
囲
」
と
は
、
今
後

の
見
込
み
も
含
め
、
当
該
労
働
契

約
の
期
間
中
に
お
け
る
就
業
の
場

所
及
び
従
事
す
べ
き
業
務
の
変
更

の
範
囲
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と

③　

テ
レ
ワ
ー
ク

　
　

労
働
者
が
テ
レ
ワ
ー
ク
を
行
う

こ
と
が
通
常
想
定
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
、
テ
レ
ワ
ー
ク
を
行
う
場

所
が
就
業
の
場
所
の
変
更
の
範
囲

に
含
ま
れ
る
が
、
労
働
者
が
テ
レ

ワ
ー
ク
を
行
う
こ
と
が
通
常
想
定

さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
一
時

的
に
テ
レ
ワ
ー
ク
を
行
う
場
所
は

こ
れ
に
含
ま
れ
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と

三
　
Q
&
A �

　

厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
Q
&
A
、「
モ
デ

ル
労
働
条
件
通
知
書
」
な
ど
様
々
な

情
報
が
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

準
備
や
運
用
の
際
に
参
考
と
な
り
ま

す
。

　

労
働
条
件
明
示
に
関
す
る
Q
&
A

を
い
く
つ
か
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

今
回
の
改
正
を
受
け
て
、

既
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働

者
に
対
し
て
、
改
め
て
新
た
な
明
示

ル
ー
ル
に
対
応
し
た
労
働
条
件
明
示

が
必
要
で
す
か
。

　

既
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
労

働
者
に
対
し
て
、
改
め
て
労

働
条
件
を
明
示
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。
新
た
な
明
示
ル
ー
ル
は
、
今

般
の
省
令
・
告
示
改
正
の
施
行
日
で

あ
る
令
和
６
年
４
月
１
日
以
降
に
締

結
さ
れ
る
労
働
契
約
に
つ
い
て
適
用

さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
有
期
契
約
労
働
者
に
つ
い

て
は
、
契
約
の
更
新
は
新
た
な
労
働

契
約
の
締
結
で
あ
る
た
め
、
令
和
６

年
４
月
１
日
以
降
の
契
約
更
新
の
際

に
は
、
新
た
な
ル
ー
ル
に
則
っ
た
明

示
が
必
要
で
す
。

　

就
業
の
場
所
及
び
従
事
す

べ
き
業
務
の
変
更
の
範
囲
の

明
示
に
つ
い
て
、「
変
更
の
範
囲
」

と
は
、
当
該
労
働
契
約
の
期
間
中
に

お
け
る
変
更
の
範
囲
を
指
す
と
解
し

て
よ
い
で
す
か
。
例
え
ば
、
直
近
の

有
期
労
働
契
約
の
期
間
中
に
は
想
定

さ
れ
ま
せ
ん
が
、
契
約
が
更
新
さ
れ

た
場
合
に
そ
の
更
新
後
の
契
約
期
間

中
に
命
じ
る
可
能
性
が
あ
る
就
業
の

場
所
及
び
業
務
に
つ
い
て
、
明
示
す

る
必
要
は
な
い
と
い
う
理
解
で
良
い

の
で
し
ょ
う
か
。

　

就
業
の
場
所
及
び
従
事
す

べ
き
業
務
の
変
更
の
範
囲
と

は
、
当
該
労
働
契
約
の
期
間
中
に
お

け
る
変
更
の
範
囲
を
意
味
し
ま
す
。

こ
の
た
め
、
契
約
が
更
新
さ
れ
た
場

合
に
そ
の
更
新
後
の
契
約
期
間
中
に

命
じ
る
可
能
性
が
あ
る
就
業
の
場
所

及
び
業
務
に
つ
い
て
は
、
改
正
労
基

則
に
お
い
て
明
示
が
求
め
ら
れ
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

日
雇
い
労
働
者
に
対
し

て
、
就
業
の
場
所
及
び
従
事

す
べ
き
業
務
の
「
変
更
の
範
囲
」
を

明
示
す
る
必
要
は
あ
り
ま
す
か
。

　

雇
入
れ
日
に
お
け
る
就
業

の
場
所
及
び
従
事
す
べ
き
業

務
を
明
示
す
れ
ば
足
り
、「
変
更
の

範
囲
」
を
明
示
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
（
日
雇
い
労
働
に
つ
い
て
は
、

そ
の
日
の
就
業
の
場
所
及
び
従
事
す

べ
き
業
務
を
明
示
す
れ
ば
、「
労
働

契
約
の
期
間
中
に
お
け
る
変
更
の
範

囲
」
も
明
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。）。

　

有
期
労
働
契
約
の
更
新
回

数
の
上
限
と
は
、
契
約
の
当

初
か
ら
数
え
た
回
数
を
書
く
の
で
す

か
、
そ
れ
と
も
、
残
り
の
契
約
更
新

回
数
を
書
く
の
で
す
か
。
ま
た
、
通

算
契
約
期
間
の
上
限
に
つ
い
て
は
ど

う
で
し
ょ
う
か
。

　

労
働
者
と
使
用
者
の
認
識

が
一
致
す
る
よ
う
な
明
示
と

な
っ
て
い
れ
ば
差
し
支
え
な
い
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
労
働
者
・
使

用
者
間
で
の
混
乱
を
避
け
る
観
点
か

ら
は
、
契
約
の
当
初
か
ら
数
え
た
更

新
回
数
又
は
通
算
契
約
期
間
の
上
限

を
明
示
し
、
そ
の
上
で
、
現
在
が
何

回
目
の
契
約
更
新
で
あ
る
か
等
を
併

せ
て
示
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

労
働
契
約
法
第
18
条
に
規

定
す
る
無
期
転
換
ル
ー
ル
に

基
づ
き
無
期
労
働
契
約
へ
の
転
換
を

申
し
込
む
こ
と
が
で
き
る
権
利
（
無

期
転
換
申
込
権
）
を
行
使
し
な
い
旨

を
表
明
し
て
い
る
有
期
契
約
労
働
者

に
対
し
て
も
、
無
期
転
換
申
込
み
機

会
の
明
示
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す

か
。

　

明
示
を
行
う
必
要
が
あ
り

ま
す
。

Q1Q2

Q3

Q4Q5

A1

A2

A4A5

A3



3 月号 ─ 4

　令和5年10月に、雇用保険関係の申請・
届出において、押印不要となる手続きの範
囲が広げられ、「日雇労働被保険者手帳に
貼付する雇用保険印紙の消印に使用する認
印」などの日雇労働関係で押印が必要とな
る手続きを除いて廃止とされました。
　令和5年10月以降に押印が不要となっ
たものは、次のとおりです。
⑴　事業所・被保険者関係
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険事業主事業所各種変更届
・雇用保険被保険者関係届出事務等代理人

選任・解任届
・雇用保険関係各種届書等再作成・再交付

申請書（注1）

・雇用保険適用事業所情報提供請求書（注1）

⑵　雇用継続給付関係
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・ 

（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書
・雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証

明書
⑶　就職促進給付関係
・再就職手当支給申請書（注2）

・就業促進定着手当支給申請書（注2）

・常用就職支度手当支給申請書（注2）

⑷　その他
・各種届出における訂正印
・各届出時の委任状
・採用証明書（注2）

（注1）個人情報保護の観点から、事業主申
請の場合は事業主（当該事業所の従業員
を含む。）または事業主から委任を受け
た代理人であることを確認する書類（社
員証、委任状等）が必要になります。

（注2）事業主の押印は不要となりますが、
申請者の記載事実に誤りがないことの事
業主の証明は引き続き必要です。なお、
支店や営業所等の雇用保険事業所非該当
施設の証明ではなく、雇用保険適用事業
所の証明が必要です。

押印不要の手続き範囲拡大
（雇用保険）

　令和6年1月より、産前産後期間の国民
健康保険料（税）を減免する制度が始まり
ました。
　世帯に、出産する予定がある国民健康保
険の被保険者または出産した被保険者がい
る場合、その世帯の所得割額と被保険者均
等割額が減免されます。
　妊娠85日以上の分娩が対象とされ、死
産・流産（人工妊娠中絶を含む）及び早産
の方も含まれます。
　減免の期間は、出産予定日または出産日
の属する月（以下「出産予定月」）の前月か
ら出産予定月の翌々月までの計4か月間（多
胎妊娠の場合は、出産予定月が属する月の
3か月前から出産予定月の翌々月までの計
6か月間）です。
　手続きの際は、出産予定日または出産日
を確認することができる母子健康手帳など
を求められますが、届出書類および添付資
料の詳細については各自治体の窓口または
ホームページ等にてご確認ください。

産前産後の保険料免除　「
S
A
F
E
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
」は
、

厚
生
労
働
省
等
が
推
進
幹
事
会
と

な
っ
て
進
め
て
い
る
取
組
で
す
。

　
増
加
傾
向
に
あ
る
労
働
災
害
（
特

に
、
日
常
生
活
で
も
発
生
し
う
る
転

倒
や
腰
痛
な
ど
の
災
害
）
の
問
題
を

自
分
ご
と
と
し
て
と
ら
え
、
顧
客
や

消
費
者
も
含
め
た
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

全
員
で
解
決
を
図
っ
て
い
く
た
め
、

趣
旨
に
賛
同
し
た
企
業
、
団
体
で
コ

ン
ソ
ー
シ
ア
ム
（
共
同
体
）
を
構
成

し
労
働
災
害
問
題
の
協
議
や
、
加
盟

者
間
の
取
組
の
共
有
、マ
ッ
チ
ン
グ
、

労
働
安
全
衛
生
に
取
り
組
む
加
盟
メ

ン
バ
ー
の
認
知
度
向
上
な
ど
の
サ

ポ
ー
ト
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
加
盟
は
無
料
で
す
。

　
詳
細
お
よ
び
加
盟
方
法
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（「
S
A
F
E
コ
ン
ソ
ー
シ
ア

ム
」で
検
索
）よ
り
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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